
岩手県告示第194号 

 岩手県事務委任及び代決専決規則別表第１に規定する別に定める補助金又は交付金のうち政策地域部に係るもの（平成22年岩手

県告示第340号）の一部を次のように改正し、平成24年４月１日から施行する。 

  平成24年３月27日 

                                         岩手県知事 達 増 拓 也  

改正前 改正後 

   

室課名 事業名 室課名 事業名 

［略］ ［略］ 

ＮＰＯ・文

化国際課 

北方領土返還要求運動岩手県民会議事業推

進費補助、国際交流推進事業費補助、多文化

共生いわてづくり事業費補助、海外県人会連

携支援事業費補助、南米移住者等交流活動支

援事業費補助及びいわて留学生友好交流奨

学支援事業費補助 

国体推進課 第71回国民体育大会市町村競技施設整備費

補助 

ＮＰＯ・文

化国際課 

 

 

北方領土返還要求運動岩手県民会議事業推

進費補助、新しい公共の場づくりのためのモ

デル事業費補助、郷土芸能復興支援事業費補

助、国際交流推進事業費補助、多文化共生い

わてづくり事業費補助、海外県人会連携支援

事業費補助、南米移住者等交流活動支援事業

費補助及びいわて留学生友好交流奨学支援

事業費補助 

 

 

 

地域振興室 いわて暮らし体験居住事業費補助、携帯電話

等エリア整備事業費補助、携帯電話エリア拡

大推進事業費補助、民放テレビ・ラジオ放送

難視聴等解消施設整備事業費補助、交通施設

バリアフリー化設備整備費補助及び運輸事

業振興費補助 

地域振興室 携帯電話等エリア整備事業費補助、携帯電話

エリア拡大推進事業費補助、交通施設バリア

フリー化設備整備費補助及び運輸事業振興

費補助 

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 
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